
希望小売価格 \24,200-(税抜)

簡易テスター

（漏えい試験用）

LPｶﾞｽ用電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式圧力計

マノメータ

一酸化炭素測定器

希望小売価格 \95,000-(税抜) 希望小売価格\96,000-(税抜)

ＸＰ－３１１０セーバープロⅡ本体(PC転送)

セーバープロスマート（漏えい試験用）

希望小売価格　\133,700-(税抜)
セーバープロスマート(本体)+タブレット(WIFI)+計測アプリ

希望小売価格　\148,000-(税抜)

ＨＬ－１０ＢＦＵ

リークチェック ＫＳ－Ｂ CO-FL1

漏えい検知部（Ⅰ）型

ボーリングバーセット
希望小売価格 \18,200-(税抜)希望小売価格 \41,000-(税抜)

１０ｋＰａ用

ＸＰ－３３３Ⅱ
希望小売価格 \2,000-(税抜) 希望小売価格 \36,000-(税抜) 希望小売価格 \198,000-(税抜)

保安業務の実施に必要な設備機器

可燃性ガス（ＬＰガス）検知器

ＸＰ－７０２Ⅲ-B

㈱桂精機製作所

緊急防災工具

LPｶﾞｽ用電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式圧力計

１０ｋＰａゲージ・２連球入り

切替型漏えい検知装置(10kg/h～50kg/h）

ボーリングバー漏えい検知液

希望小売価格 \198,000-(税抜)

株式会社桂精機製作所



保安機関が保有する保安業務用機器
Ⅰ．保安業務の実施に必要な設備機器（保安業務用機器）
（１）液化石油ガス法 施行規則第３１条第２号（保安業務に係る技術的能力）
     事業所ごとに告示（保安業務告示第３条）で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下、「保安業務用機器」という。」）を備えていること。

（２）液化石油ガス法 保安業務告示 第３条（保安業務用機器）
     事業所ごとに次の表の認定を受けようとする保安業務区分ごとに、同表の保安業務用機器を、同表の算定式によって得られた数を該当保安業務用機器ごとに合計し、小数点以下を切り上げた
     数以上を保有することとする。

                 保安業務用機器 自記圧力計又 一酸化炭
保安業務区分 はマノメータ 素測定器

イ 供給開始時点検 ・調査 消費者戸数×１／２００００

消費者戸数×１／（100×月間実働日数）－調査員数
ロ 容器交換時等 （ただし、０未満となる場合は、０とする。）上記の算定による数に調査員数を加えた数
               供給設備点検

消費者戸数×１／（３０×年間実働日数）×１／４
ハ 定期供給設備点検 補助員を伴って点検を行なう場合にあっては、３０を３分の４倍することができる。

消費者戸数×１／（２５×年間実働日数）×１／４
ニ 定期消費設備調査 補助員を伴って点検を行なう場合にあっては、２５を３分の４倍することができる。

ホ 緊急時対応 消費者戸数×１／２００００

消費者戸数×１／（２０×年間実働日数）×１／４
補助員を伴って点検を行なう場合にあっては、２０を３分の４倍することができる。

定期供給設備点検及び
            定期消費設備調査 消費者戸数×１／（２５×年間実働日数）×１／４

補助員を伴って点検を行なう場合にあっては、２５を３分の４倍することができる。

Ⅱ．保安業務を実施する上で、有効な設備機器
（１）ＬＰガス用電気式ダイヤフラム式圧力計セーバープロ（漏えい試験用）：従来の圧力計にない優れた機能を有しています。
     ①温度変化による圧力への影響を補正し、判定します。
     ②検査データをパソコンへ転送し、保管できます。（セーバープロⅡはPC転送タイプのみ）

（２）切替型漏えい検知装置
     漏えい検知装置を設置した供給管・配管の漏えい試験は、次の処置を講ずることによって漏えい検知装置の検知範囲内の供給管・配管に限り代替することができます。
      ①容器交換時等、２ヶ月に１回以上、漏えい検知装置の警報表示の有無を確認する。
      ②警報表示が合った場合は必要な処置を講ずる。
      ③確認結果及び講じた処置内容等を記載した関係帳票を１年間保管する。
      ④４年に１回の点検及び埋設された白ガス管の１年に１回以上の漏えい検査にあたっては漏えい検知装置の最終警告表示の確認結果により所要の処置を講ずる。
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